
 

 

 

令和２年度事業計画 

 

昨年は平成から令和に元号が変わり新しい時代の幕が開きました。本年は東

京オリンピック・パラリンピックが開催される予定です。暑さ対策の一環とし

てマラソンや競歩の競技会場が急遽札幌市に変更されることとなりました。 

不動産業界はここ数年、比較的安定して市場規模を伸ばしてきました。今後

も、震災復興事業や東京オリンピックに向けた事業により、需要が高まると見

込まれています。 

しかしながら、中国国内で発生した新型コロナウイルスの日本国内への感染

の広がり、また日本国内各地で頻繁に発生している豪雨、台風、地震の自然災

害など、安全で安心な住まいがより一層求められています。 

こうした中、当協議会は消費者が安心で安全な不動産取引が行われるように、

「不動産表示に関する公正競争規約」及び「景品類の提供に関する公正競争規

約」の周知と適正な運用をすることにより不当な顧客誘引を防止し、一般消費

者の自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的

に活動を本年度も実施いたします。 

 

以下具体的な事業計画案を記載します。 

 

１．総務及び相談事業 

 

（１）賛助会員の拡大 

引き続き広告会社等に対し賛助会員への加入を促進します。本年度は道

内の未加入の広告代理店やポータルサイトに対し、当協議会の活動を理解

していただくため広報紙等の配布を行い積極的な加入促進を行います。 

 

（２）広告の事前相談及び事前確認体制の拡充 

会員事業者、賛助会員等からの広告の制作に係る事前相談・事前確認を

積極的に行い、公正競争規約違反行為の未然防止と広告表示の適正化に努

めます。 

 

（３）協議会のホームページの活用 

協議会のホームページを活用し、表示規約、景品規約に違反する広告表

示の防止を図るとともに、ホームページを通じ、啓蒙活動を行います。ま

た、当協議会の事業・活動内容についても積極的に行います。 

 



 

 

（４）事務所経費の節減 

事務職員で対応できる業務は、極力委託をせず経費の削減に努めます。 

 

２．調査指導事業 

 

（１）不動産広告の内容確認 

札幌市内・近郊は事務局職員による広告収集・調査を行い、他の地域に

おいては各団体の役員、調査員、職員、加盟会員等から情報提供により新

聞・雑誌・地域情報誌等広告物の広告確認を行います。 

 

（２）規約違反事案の迅速な処理 

広告物に公正競争規約違反があった場合には、すみやかに措置を行い、

違反行為の再発防止に努めます。 

 

（３）公正競争規約に基づく措置 

悪質、重大な違反行為については、公正競争規約に基づき、調査指導委

員会や理事会で審議し、警告、厳重警告を行うなど、公正かつ厳正な措置

を講じます。 

 

（４）インターネット広告に対する対応 

不動産情報サイトや加盟事業者のホームページにおいて、契約済み物 

件等を掲載する「おとり広告」など、規約に違反する広告が増加傾向にあ

ることから、注意喚起を研修会や広報紙を通じ行うとともに監視を強め、

規約に違反する加盟事業者に対し、委員会等で検討し、積極的に措置を講

じます。また、重大な「おとり広告」に対しては、公益社団法人首都圏不

動産公正取引協議会の「ポータルサイト広告適正化部会」のメンバー等の

不動産情報サイト運営会社と協力・連携し、措置対応について検討します。 

 

（５）調査員研修会の開催 

本年度は調査員の改選に当たるため、調査指導委員及び調査員の公正競

争規約の解説と調査員の職務内容のについて理解を深めるため、調査員研

修会を開催します。 

 

（６）関係官庁からの移送事案の処理 

関係官庁からの会員事業者の違反広告に対する調査指導の要請を受け

たときは、すみやかに実施し、その結果を関係官庁に報告します。 

 

 



 

 

（７）関係官公庁との連携 

不動産広告の適正化及び不動産業における取引の公正化を一層推進す

るため、消費者庁及び北海道庁建設部建築指導課をはじめ、不動産公正取

引協議会連合会、全国公正取引協議会連合会との密接な連携を図り、円滑

な業務の遂行を図ります。 

 

３．広報活動事業 

 

（１）広報誌の発行及び配布 

当協議会の事業内容や規約改正などの情報提供及び「おとり広告」の注

意喚起や賛助会員の加入促進等のため、広報紙「公取協 第７７号」を発

行します。 

 

（２）新規免許業者への規約等書籍の配布 

「不動産の公正競争規約」及び「不動産広告ハンドブック」等、各団体

を通じ、新規免許業者に配布し、適正な規約の運用に努めます。 

 

（３）周知用「公取協パンフレット」の活用 

当協議会の役割を周知するためパンフレットを活用し、当協議会の理解

に役立てます。 

 

（４）一般消費者への啓蒙 

一般消費者からの相談、苦情等についても必要に応じ適切な処理と関係

団体への連絡を行います。 

 

（５）ホームページの積極的活用 

当協議会オリジナルホームページを積極的に活用し、当協議会のニュー

スを発信し周知ＰＲに努めます。 

 

４． 研修事業 

   

（１）構成団体開催の研修会への講師派遣 

構成団体の開催する新入会員研修及び業務研修会に講師を派遣し、相談

事例、表示・景品規約の説明など公正競争規約の周知徹底を図ります。 

 

（２）賛助会員に対する研修会の実施 

規約の内容の理解を深めるため賛助会員及び会員宅建業者広告作成担

当者の研修会を実施します。 



 

 

（３）関係官庁等会議への参加 

消費者庁及び道庁建築指導課主催の会議へ参加し、各団体との意見交換

を行い、得られた各種情報等を公正競争規約の運用に役立てます。 

 

（４）全国会議への参加 

表示及び景品規約の解釈を深め、全国的な情報を把握するため、連合会

幹事会等に出席します。 

 

 


